
 
傷害補償基本特約

 
 

第１条（この特約の適用条件) 

  この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。 

 

第２条（この特約の補償内容） 

(1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果と

して、第６条（お支払いする保険金）(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合

は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支

払います。 

(2) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する傷害をいいます。 

(3) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとしま

す。 

 

第３条（被保険者） 

(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。 

(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。 

 

第４条（保険金をお支払いしない場合－その１） 

(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いま

せん。 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または

暴動 

② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

③ 次のいずれかに該当する事由 

ｱ. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害

な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 

ｲ. ｱ.以外の放射線照射または放射能汚染 

④ 次のいずれかに該当する事由 

ｱ. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 

ｲ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第２条（この特約の補償内容）(1)に規定する事

故の①から③までの事由による拡大(*2) 

ｳ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 

 

(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。 

① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 

ｱ. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 

ｲ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限

ります。 

② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払

わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 

③ 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転

している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に

限ります。 

④ 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用し

た状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはそ

の被保険者の被った傷害に限ります。 

⑤ 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険

金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 



⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わない

のはその被保険者の被った傷害に限ります。 

⑦ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 

⑧ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術そ

の他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるもの

である場合には、保険金を支払います。 

⑨ 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害 

 

(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原

子核分裂生成物を含みます。 

(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。 

(*3）保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他

の機関をいいます。 

(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 

(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第 15項に定める

指定薬物をいいます。 

(*6) 毒物及び劇物取締法第３条の３の規定に基づく政令で定めるものをいいます。 

(*7) 道路交通法第 65条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。 

 

第５条（保険金をお支払いしない場合－その２） 

  当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対して

は、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限り

ます。 

① 被保険者が別表１に掲げる運動等を行っている間 

② 被保険者の職業が別表２に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその

職業に従事している間 

③ 被保険者が次のいずれかに該当する間 

ｱ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ｳ.に該当する場合を除き、

自動車(*3)を用いて道路上で競技等(*2)をしている間については、保険金を支払います。 

ｲ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準

ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ｳ.に該当する場合

を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間

については、保険金を支払います。 

ｳ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車(*3)を

用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動

車(*3)を使用している間 

 

(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これら

に類するものをいいます。 

(*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。 

(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 

(*4) 水上オートバイを含みます。 

(*5) いずれもそのための練習を含みます。 

(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 

 

第６条（お支払いする保険金） 

(1) １回の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。 

 保険金の名称 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金の受取人 

① 死亡保険金 事故の発生の日からその日

を含めて 180 日以内に死亡

した場合 

死亡・後遺障害保険金額(*1)

の全額 

死亡保険金受取

人 



② 後遺障害保険

金 

事故の発生の日からその日

を含めて 180 日以内に後遺

障害が生じた場合 

 

 

 

 

 

死亡・後遺障害保険金額

(*1) 

 

× 
保険金支払割合

(*2) 

 

＝ 保険金の額 
 

被保険者(*3) 

③ 入院保険金 医師等の治療を必要とし、

病院等または介護保険法に

定める介護療養型医療施設

もしくは介護医療院に、事

故の発生の日からその日を

含めて 180 日以内に入院し

た場合。 

ただし、事故の発生の日か

らその日を含めて入院・手

術保険金対象日数(*4)以内

の期間の入院に限ります。 

 

入院保険金日額(*5) 

 

× 入院日数(*6) 

 

＝ 保険金の額 

 

 

ただし、1事故に基づく傷害に

ついて、入院保険金支払限度日

数(*7)分の保険金額を限度と

します。 

被保険者(*3) 

④ 手術保険金 病院等(*8)または介護保険

法に定める介護療養型医療

施設(*8) もしくは介護医療

院（*8）において、傷害の

治療を直接の目的として次

のいずれかに定める手術を

受けた場合。 

ただし、事故の発生の日か

らその日を含めて入院・手

術保険金対象日数(*4)以内

の期間に受けた手術に限り

ます。 

ｱ．公的医療保険制度におけ

る医科診療報酬点数表

(*9)により手術料の算定

対象として列挙されてい

る手術(*10)(*11)。ただ

し、次に定める手術を除き

ます。 

(ｱ) 傷の処置（創傷処理、

デブリードマン） 

(ｲ) 皮膚切開術 

(ｳ)骨・関節の非観血的整復

術、非観血的整復固定術お

よび非観血的授動術 

(ｴ) 抜歯手術 

ｲ．先進医療(*12)に該当す

る手術(*13) 

 

入院保険金日額(*5) 

 

× 

手術の種類に対応

する別表３に規定

する倍率 

 

＝ 保険金の額 

 

ただし、1事故に基づく傷害に

ついて、1回の手術に限ります。 

被保険者(*3) 



⑤ 通院保険金 医師等の治療を必要とし、

病院等または介護保険法に

定める介護療養型医療施設

もしくは介護医療院に、事

故の発生の日からその日を

含めて 180日以内に通院し

た場合。 

ただし、事故の発生の日か

らその日を含めて通院保険

金対象日数(*14)以内の通

院に限ります。 

また、被保険者が治療を終了

した時以降の通院に対して

は、通院保険金を支払いま

せん。 

 

通院保険金日額(*15) 

 

× 通院日数(*16) 

 

＝ 保険金の額 

 

ただし、1事故に基づく傷害に

ついて、通院保険金支払限度日

数(*17)分の保険金額を限度と

します。 

被保険者(*3) 

(2) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第７節第７条（死亡保険金受取人の変更）(1)また

は(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が２名以

上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払いま

す。 

(3) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第７節第７条（死亡保険金受取人の変更）(8)の死

亡保険金受取人が２名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金

受取人に支払います。 

(4) 後遺障害保険金において、同一事故により、普通保険約款基本条項別表の２に掲げる２種以上

の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割

合｣欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、同条項別表の１に掲げる後遺障害が生じた

場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険

金支払割合(*2)のいずれか高い割合を適用します。 

 生じた後遺障害 適用する保険金支払割合 

① 普通保険約款基本条項別表の２の第１

級から第５級までに掲げる後遺障害が

２種以上ある場合 

最も重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級

に対応する保険金支払割合(*2) 

② ①以外の場合で、普通保険約款基本条項

別表の２の第１級から第８級までに掲

げる後遺障害が２種以上あるとき 

最も重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級

に対応する保険金支払割合(*2) 

③ ①および②のいずれにも該当しない場

合で、普通保険約款基本条項別表の２の

第１級から第 13 級までに掲げる後遺障

害が２種以上あるとき 

最も重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級

に対応する保険金支払割合(*2)。 

ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割

合(*2)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の

１級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)に達

しない場合は、その合計した割合を適用します。 

④ ①から③までのいずれにも該当しない

場合で、普通保険約款基本条項別表の２

に掲げる後遺障害が２種以上あるとき 

最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金

支払割合(*2) 

(5) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第２条（この特約の補償内容） (1)

の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式

によって算出される保険金支払割合を適用します。 

加重された後の後遺障

害に該当する等級に対

応する保険金支払割合

(*2) 

－ 
既にあった後遺障害に該当する等級に

対応する保険金支払割合(*2) 
＝ 

適用する保険金支

払割合 



(6) 後遺障害保険金において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお

治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師

等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。 

(7) 入院保険金において、入院日数には、臓器の移植に関する法律第６条の規定によって、同条第

４項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体へ

の処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に

基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*18)である場合に限ります。 

(8) 入院保険金において、被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の

支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いませ

ん。 

(9) 手術保険金において、当会社は、被保険者が 1 事故に基づく傷害に対して別表３の１．および

２．の手術を受けた場合には、別表３の１．に規定する倍率により、手術保険金を支払います。 

(10) 通院保険金において、通院日数には、被保険者が通院しない場合であっても、下表のいずれか

に掲げる部位の骨折等(*19)によりギプス等(*20)を常時装着したときは、その装着日数を含みま

す。ただし、診断書に下表のいずれかに該当する部位の骨折等(*19)によりギプス等(*20)の装着

をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*20)の装着に関する

記載がなされている場合に限ります。 

① 長管骨(*21)または脊柱 

② 長管骨(*21)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*22) 

③ 肋骨または胸骨(*23) 

④ 顎骨または顎関節(*24) 

(11) 通院保険金において、当会社は、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院

保険金を支払いません。 

(12) 通院保険金において、被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の

支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いませ

ん。 

(13) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第２条（この特約の補償内容）(1)の傷害

が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。 

① 被保険者が第２条(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響した

こと。 

② 被保険者が第２条(1)の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害また

は疾病が影響したこと。 

③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 

④ 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 

(14) 当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故について、同一被保険者に対して既

に支払った後遺障害保険金があるときは、次の算式によって算出される額を死亡保険金として支

払います。 

死亡・後遺障害保険金額

(*1) 
－ 既に支払った後遺障害保険金の額 ＝ 死亡保険金の額 

(15) 1 回の事故について、被保険者 1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険

金の額は、(1)から(6)まで、(13)および(14)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金

額(*1)を限度とします。 

(16) 当会社は、(15)に規定する保険金のほか、１回の事故について、被保険者１名に対して(1)お

よび(7)から(13)までの規定による入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。 

 

 

(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額

をいいます。 

(*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。 



後遺障害の等級 保険金支払割合 

第１級 100% 

第２級 89% 

第３級 78% 

第４級 69% 

第５級 59% 

第６級 50% 

第７級 42% 

第８級 34% 

第９級 26% 

第 10級 20% 

第 11級 15% 

第 12級 10% 

第 13級 7% 

第 14級 4% 

(*3) 第２条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に

該当したその被保険者をいいます。 

(*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。 

(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。 

(*6) 入院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいい

ます。 

(*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。 

(*8) 患者が入院するための施設を有しないものを含みます。 

(*9) 医科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定めら

れている医科診療報酬点数表をいいます。 

(*10) 美容整形上等の手術は含みません。 

(*11) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*25)により手術料の算定対象として列挙さ

れている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)においても手術料の

算定対象として列挙されているものを含みます。 

(*12) 先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療

をいいます。ただし、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等または介護保

険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院において行われるものに限ります。 

(*13) 診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬

剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 

(*14) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。 

(*15) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。 

(*16) 通院日数とは、(1)の表の⑤の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいい

ます。 

(*17) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。 

(*18) 臓器の移植に関する法律附則第 11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附

則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処

置を含みます。 

(*19) 骨折等とは、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害をいいます。 

(*20) ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、

ＰＴＢキャスト、ＰＴＢブレース(*26)および三内式シーネをいいます。 

(*21) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。 

(*22) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。 

(*23) 体幹部を固定した場合に限ります。 

(*24) 三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。 

(*25) 歯科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定めら

れている歯科診療報酬点数表をいいます。 



(*26) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断

書上明確な場合に限ります。 

 

第７条（死亡の推定） 

 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、

その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過し

てもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭

難した日に、被保険者が第２条（この特約の補償内容）(1)の傷害によって死亡したものと推定し

ます。 

 

第８条（事故発生時の義務） 

(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の

右欄のことを履行しなければなりません。 

①事故発生の通知 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当

会社に通知すること。 

②事故内容の通知 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知する

こと。 

ｱ． 事故の状況 

ｲ． 事故の発生の日時、場所または事故の状況につい

て証人となる者がある場合は、その者の住所および氏

名または名称 

③調査の協力等 ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類また

は証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これ

を提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力するこ

と 。 

(2) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄

に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて 30日以内に、下表の

右欄に規定することを履行しなければなりません。 

①行方不明となった場合 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 

②遭難した場合 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 

 

第９条（事故発生時の義務違反） 

(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第８条（事故発生時の義

務）(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の

額を差し引いて保険金を支払います。 

(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第８条（事故発生時の義

務）(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその

書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った

損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

 

第 10条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表

の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。 

①死亡保険金 その被保険者が死亡した時 

②後遺障害保険金 その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日

からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 

③入院保険金 その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおっ

た時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保

険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日から



その日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を

経過した時のいずれか早い時 

④手術保険金 その被保険者が傷害の治療を目的として手術を受けた時 

⑤通院保険金 その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおっ

た時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保

険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日から

その日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過

した時のいずれか早い時 

(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類ま

たは証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金の請求書 

② 傷害の程度を証明する書類(*1) (*2) (*3) 

③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍およ

び被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本 

④ 普通保険約款基本条項第４節第４条（指定代理請求人）に規定する被保険者または保険金の受

取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者で

あることを証明する書類 

⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠 

ｱ. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類 

ｲ. 傷害に対する治療内容を証明する書類(*4) 

⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第４節第２条（保険金の支払）(1)に規定

する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が

交付する書面等において定めたもの 

(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取

人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力

を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必

要な協力をしなければなりません。 

(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合

または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を

偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて

保険金を支払います。 

 

(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。 

(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する

医師の診断書またはレントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料をいいます。 

(*3) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレ

ントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。 

(*4) 傷害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。 

 

第 11条（準用規定） 

  この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およ

びこれに付帯される特約の規定を準用します。 

 



 

＜別表１＞  第５条（保険金をお支払いしない場合－その２）の表の①の運動等 

 

  山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビ

ング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類

する危険な運動 

 

(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 

(*2) グライダーおよび飛行船を除きます。 

(*3) 職務として操縦する場合を除きます。 

(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート

型超軽量動力機（*5）を除きます。 

(*5) パラプレーン等をいいます。 

 

 

＜別表２＞  第５条（保険金をお支払いしない場合－その２）の表の②の職業 

 

  オートテスター(*1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボー

ト競争選手、猛獣取扱者(*2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(*3)、力士そ

の他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 

 

(*1) テストライダーをいいます。 

(*2) 動物園の飼育係を含みます。 

(*3) レフリーを含みます。 

 

 

＜別表３＞ 

 

第６条（お支払いする保険金）(1)の表の④の手術 

手術番号  手術の種類 倍率 

１．入院(*1)中に受けた手術 10 

２．１．以外の手術 5 

 

(*1) 以下のⅰ.およびⅱ.の条件を満たす入院をいいます。 

ⅰ. 傷害を被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要としたことによる入院 

ⅱ. ⅰ.の傷害の治療を直接の目的とする入院 



 
被保険者の範囲に関する特約(傷害用)

 
 

第１条（この特約の適用条件） 

  この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約

を適用することが記載されている場合に適用されます。 

 

第２条（用語の定義） 

  この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。 

 用語 定義 

① 家族 本人のほか、第３条（被保険者の範囲）(1)の②から④までのい

ずれかに該当する者をいいます。 

② 被保険者の型 保険証券記載の被保険者の型をいいます。 

③ 本人 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 

 

第３条（被保険者の範囲） 

(1) この特約により、傷害補償基本特約第３条(被保険者)(1)の規定にかかわらず、傷害補償基本特

約における被保険者は、被保険者の型により下表の右欄に記載の者とします。 

① 本人 

② 本人の配偶者(*1) 

③ 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 

④ 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子  

⑤ 本人の同居の親族および別居の未婚の子。ただし、②を除きます。 

被保険者の型 被保険者の範囲 

夫婦型 ①および② 

家族型 ①から④まで 

家族型（配偶者不担保） ①および⑤ 

 

(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいい

ます。 

 

(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一

であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 

 

第４条（当会社の責任限度額） 

  １回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第６条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払

うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。 

① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額 

② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保

険金額 

 

第５条（通知義務） 

  普通保険約款基本条項第１節第２条(通知義務)(1)の規定は、本人にのみ適用します。 

 

第６条（本人である被保険者に対する部分の解除の特則） 

(1) 本人から普通保険約款基本条項第１節第４条（被保険者による保険契約の解除請求）(2)の規定

による解除請求があった場合、本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合または第８条

(重大事由による保険契約の解除の特則)(1)の表の④の規定により本人である被保険者に対する

部分の解除が行われた場合(*1)には、保険契約者は下表のいずれかのことを行わなければなりま



せん。 

① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 

② この保険契約のその家族に対する部分を解除すること。 

(2) 普通保険約款基本条項第１節第４条（被保険者による保険契約の解除請求）(3)の規定により本

人が同条(3)に規定する解除を行った場合または第８条（重大事由による保険契約の解除の特則）

(1)の表の④の規定により当会社が本人である被保険者に対する部分について同条(1)に規定する

解除を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第３条（被保険者の範囲）の規定の適用

は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。 

 

(*1) 保険契約締結の後、本人が傷害補償基本特約第６条(お支払いする保険金) (1)の死亡保険金

を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。 

 

第７条（本人に対する部分の失効） 

(1) 保険契約の締結の後、本人が傷害補償基本特約第６条（お支払いする保険金）(1)の死亡保険金

を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(*1)には、死亡した時にこの保険契約の本人

に対する部分は失効します。 

(2) (1)の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表１－１中「保険契約」とあるのを「保険契

約の本人に対する部分」に読み替えて適用した保険料を返還します。 

(3) (1)の規定によりこの保険契約の本人に対する部分が失効した場合でも、第３条（被保険者の範

囲）の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。 

(4) (2)に規定する保険料の返還を行わない場合は、保険契約者は、家族のうち新たに本人となる者

の同意を得て、新たにその者を本人とすることができます。 

(5) (4)の場合において、第３条（被保険者の範囲）の規定の適用は、(4)の手続が行われた時より、

新たな本人またはその配偶者との続柄によるものとします。 

 

(*1) 普通保険約款基本条項第５節第２条（保険契約の無効または失効）(2)に該当する場合を除き

ます。 

 

第８条（重大事由による保険契約の解除の特則） 

(1) 普通保険約款基本条項第５節第５条（重大事由による保険契約の解除）(2)の規定にかかわらず、

当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知

をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。 

① 本人が、普通保険約款基本条項第５節第５条(1)の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいずれかに

該当すること。 

② 本人以外の被保険者が、普通保険約款基本条項第５節第５条(1)の表の③ｱ.からｳ.までまたは

ｵ.のいずれかに該当すること。 

③ 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保

険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款基本条項第５節第５

条(1)の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当すること。 

④ 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保

険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款基本条項第５

節第５条(1)の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいずれかに該当すること。 

(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、

(1)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその

原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支

払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。 

(3) (1)の表の②から④までの規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基

本条項第５節第５条（重大事由による保険契約の解除）(1)の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいず

れにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。ただし、(1)の表の

③または④の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金

について、その保険金の受取人が普通保険約款基本条項第５節第５条(1)の表の③ｱ.からｵ.までの



いずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用

するものとします。 

(4) (1)の表の①または③の規定により、当会社がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した

場合は、普通保険約款基本条項付表１－１に規定する保険料を返還します。 

 

(*1) (1)の表の①または③の事由がある場合には、その家族に対する部分に限り、(1)の表の②ま

たは④の事由がある場合には、その被保険者に対する部分に限ります。 

 

第９条（本人の変更等の保険料の返還、追加または変更） 

(1) 第６条（本人である被保険者に対する部分の解除の特則）(1)の表の①または第７条（本人に対

する部分の失効)(4)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款基本条

項の規定に準じ、保険料を返還、追加または変更します。 

(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の支払を怠った場合において、当会社は、第６条（本人である被

保険者に対する部分の解除の特則）(1)または第７条（本人に対する部分の失効)(4)の規定による

本人の変更の事実があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前の保険料(*1)の変更

後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 

(3) 当会社は、第６条（本人である被保険者に対する部分の解除の特則）(1)の表の②の規定により、

保険契約者がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した場合には、普通保険約款基本条項

付表２に規定する保険料を返還します。 

 

(*1) 変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。 

(*2) 変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。 

 

第10条（死亡保険金受取人の変更） 

  普通保険約款基本条項第７節第７条（死亡保険金受取人の変更）(1) 、(2)および (5)の規定に

かかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変

更することはできません。 

 

第11条（家族が複数の場合の約款の適用） 

  家族が２以上である場合は、それぞれの家族ごとに普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ

れる特約の規定を適用します。 

 

第12条（準用規定） 

  この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷

害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。 

 

 



 
交通事故傷害危険のみ補償特約

 
 

第１条（この特約の適用条件） 

  この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約

を適用することが記載されている場合に適用されます。 

 

第２条（この特約の補償内容） 

  当会社は、この特約により、被保険者が下表に掲げるいずれかの事故によって、傷害補償基本

特約第２条（この特約の補償内容）(1)の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。 

① 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間の運行中の交通乗用具(*1)との衝突も

しくは接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(*1)の衝突、接触、火災もしくは爆発等

の交通事故 

② 被保険者(*2)が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(*3)に

搭乗している間または被保険者が乗客(*4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内

(*5)にいる間の急激かつ偶然な外来の事故 

③ 被保険者が道路通行中の次のいずれかの事故 

ｱ. 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突または接触等 

ｲ. 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災または爆発等 

④ 交通乗用具(*1)の火災 

 

(*1) 交通乗用具に積載されているものを含みます。 

(*2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。 

(*3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 

(*4) 入場客を含みます。 

(*5) 改札口の内側をいいます。 

 

第３条（用語の定義） 

  この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。 

 用語 定義 

① 工作用自動車 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両

をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、

ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラ

ック、耕運機、トラクター等をいいます。 

② 運行中 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいい

ます。 

③ 保険金 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定によ

り支払われる保険金をいいます。 

 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 

(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対して

は、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限り

ます。 

① 被保険者が次のいずれかに該当する間 

ｱ. 交通乗用具を用いて競技等(*1)をしている間。ただし、下記ｳ.に該当する場合を除き、

第５条（交通乗用具の範囲）の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(*1)

をしている間については、保険金を支払います。 

ｲ. 交通乗用具を用いて競技等(*1)を行うことを目的とする場所において、競技等(*1)に準

ずる方法または態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ｳ.に該当する場

合を除き、道路上で競技等(*1)に準ずる方法または態様により第５条の軌道を有しない



陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。 

ｳ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、第５条の軌道

を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(*1)をしている間または競技等(*1)に準ずる方

法もしくは態様により第５条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 

② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養

成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 

③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(*2)以外の航空機を被保険者が操縦してい

る間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 

④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 

 ｱ. グライダー 

 ｲ. 飛行船 

 ｳ. 超軽量動力機 

 ｴ. ジャイロプレーン 

(2) 当会社は、被保険者が職務として下表に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因

する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わない

のはその被保険者の被った傷害に限ります。 

① 交通乗用具への荷物等(*3)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(*3)の積卸し作業または

交通乗用具上での荷物等(*3)の整理作業 

② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 

 

(*1) 競技等とは、競技、競争、興行(*4)、訓練(*5)または試運転（*6) をいいます。 

(*2) 定期便であると不定期便であるとを問いません。 

(*3) 荷物、貨物等をいいます。 

(*4) いずれもそのための練習を含みます。 

(*5) 自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。 

(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 

 

第５条（交通乗用具の範囲） 

 この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。 

分 類 交 通 乗 用 具 

軌道上を走行する

陸上の乗用具(*1) 

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフ

ト 

軌道を有しない陸

上の乗用具(*2) 

自動車(*3)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力ま

たは他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビ

ーカー、歩行補助車(*4)  

空の乗用具(*5) 航空機 

水上の乗用具(*6) 船舶 

その他の乗用具

(*7) 

エレベーター、エスカレーター、動く歩道 

 

(*1) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、

ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 

(*2) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用される

ゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボ

ード(*8) 、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 

(*3) スノーモービルを含みます。 

(*4) 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 

(*5) ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等

は除きます。 

(*6) 幼児用のゴムボート、ウィンドサーフィン、サーフボード等は除きます。 

(*7) 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 



(*8) 原動機を用いるものを含みます。 

 

第６条（普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外） 

 この特約については、下表の規定は適用しません。 

① 普通保険約款基本条項第１節第２条（通知義務） 

② 傷害補償基本特約第５条（保険金をお支払いしない場合－その２） 

 

第７条（準用規定） 

  この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷

害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。 



 
個人賠償責任補償特約

 
 

この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された

内容によります。 

① 本人 保険証券の本人欄に記載の者 

② 保険金額 保険証券記載の保険金額 

③ 免責金額 保険証券記載の免責金額 

④ 保険期間 保険証券記載の保険期間 

 

第１条（この特約の適用条件） 

   この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。 

 

第２条（この特約の補償内容） 

(1) 当会社は、日本国内または国外において生じた下表のいずれかの事故に起因する他人の身体の

障害(*1)、他人の財物(*2)の損壊(*3)または軌道上を走行する陸上の乗用具(*4)の運行不能(*5)

により、第３条（被保険者）に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによっ

て被る損害に対して、この特約および他の特約(*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。 

① 住宅(*7)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 

② 被保険者の日常生活(*8)に起因する偶然な事故 

 

(2) 当会社は、第３条（被保険者）に規定する被保険者が管理する財物で(3)に規定する受託品が、

日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して損壊または盗取されたことにより、被

保険者が受託品について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによ

って被る損害に対して、この特約および他の特約(*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。 

 

(3) この特約において受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、下表に規定す

る物を除いたものとします。 

① 車両(*9)、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 

② ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型および

これらの付属品 

③ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 

④ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 

⑤ 預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その

他これらに類するもの 

⑥ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 

⑦ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 

⑧ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 

⑨ 動物、植物等の生物 

⑩ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 

⑪ 鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券(*10)、宿泊券、観光券または旅行券 

⑫ 通貨または小切手 

⑬ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物 

⑭ 不動産(*11) 

⑮ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 

⑯ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物 

⑰ ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12) 

⑱ 受託した地および時における価額が 1個または 1組で 100万円を超える物 

 

(*1) 生命または身体を害することをいいます。 



(*2) (3)に規定する受託品を除きます。 

(*3) ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12)については、盗取されたことを含みま

す。 

(*4) 軌道上を走行する陸上の乗用具とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロ

ープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス（*13）をいいます。ただし、ジェットコース

ター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、

ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 

(*5) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を

伴うものをいい、情報の流布(*14)のみに起因するものを除きます。 

(*6) この特約に付帯される特約に限ります。 

(*7) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を

含みます。また、敷地内(*15)の動産および不動産を含みます。 

(*8) 住宅(*7)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 

(*9) 自動車、原動機付自転車(*16)、軽車両(*17)、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。 

(*10) 定期券を除きます。 

(*11) 畳、建具その他の従物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備を含みます。 

(*12) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みま

す。 

(*13) 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走

行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 

(*14) 特定の者への伝達を含みます。 

(*15) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに

連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。

また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地と

みなします。 

(*16) 125cc 以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転す

る車であって、自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外の物をいいます。 

(*17) 自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レ

ールによらないで運転する車(*18)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等

および身体障害者用の車いすを除きます。 

(*18) レールによらないで運転する車には、そりおよび牛馬を含みます。 

 

第３条（被保険者） 

(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。 

① 本人 

② 本人の配偶者(*1) 

③ 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 

④ 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子 

⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者

および監督義務者に代わって本人を監督する者(*2)。ただし、本人に関する第２条（この特約

の補償内容）の事故に限ります。 

⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他

の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、そ

の責任無能力者に関する第２条の事故に限ります。 

 

(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいい

ます。 

(3) (1)の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者また

は被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができま

す。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱い

ます。 



(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第

５条（支払保険金の計算）(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるもので

はありません。 

 

(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一

であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 

(*2) 監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。 

(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。 

 

第４条（保険金をお支払いしない場合） 

(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いま

せん。 

① 次のいずれかに該当する者の故意 

ｱ. 保険契約者(*1) 

ｲ. 被保険者 

ｳ. ｱ.またはｲ.の法定代理人 

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴

動 

③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

④ 次のいずれかに該当する事由 

ｱ. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有

害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 

ｲ. ｱ.以外の放射線照射または放射能汚染 

⑤ 次のいずれかに該当する事由 

ｱ. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 

ｲ. 発生原因が何であるかにかかわらず、事故の②から④までの事由による拡大(*3) 

ｳ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 

 

(2) 当会社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険

金を支払いません。 

① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4) 

② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起

因する損害賠償責任(*4) 

③ 第３条（被保険者）(1)の表の者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 

④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(*6)に起因する損害賠償責

任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 

⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によ

って加重された損害賠償責任 

⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物について正当な権利を有

する者に対して負担する損害賠償責任(*7)。ただし、次に掲げる財物の損壊によって負担す

る損害賠償責任を除きます。 

ｱ. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設(*8) 

ｲ. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*9) 

ｳ. ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート 

⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 

⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 

⑨ 航空機、船舶、車両(*10)または銃器(*11)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。

ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(*10)の所有、使用または管理に起因す

る損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、この特約および他

の特約(*12)にしたがい、保険金を支払います。 

⑩ 被保険者が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用または管理に起因する損



害賠償責任 

 

(3) 当会社は、第２条（この特約の補償内容）（2）に規定する損害について、下表のいずれかに該

当する損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害 

② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火

災消防または避難に必要な処置としてなされた場合、および施錠された被保険者の手荷物が、

空港等における安全確認検査等の目的でその鍵を壊された場合を除きます。 

③ 受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因する損害 

④ 受託品に次の事由が生じたことに起因する損害 

ｱ. 自然の消耗または劣化 

ｲ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひ

び割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由 

ｳ. ねずみ食いまたは虫食い等 

⑤ 受託品ごとにその受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の

剝がれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損(*13)が

生じたことに起因する損害 

⑥ 受託品に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作

業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または

破裂、爆発が発生した場合を除きます。 

⑦ 受託品の電気的または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災も

しくは破裂、爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生

した場合を除きます。 

⑧ 受託品である液体の流出に起因する損害。ただし、その結果として他の受託品が損壊したこ

とに起因する損害については、この規定は適用しません。 

⑨ 受託品の置き忘れまたは紛失(*14)に起因する損害 

⑩ 詐欺または横領に起因する損害 

⑪ 土地の沈下、移動または隆起に起因する損害 

⑫ 受託品のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみの損壊に起因する損害 

⑬ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入に起因す

る損害 

⑭ 受託品のうち、楽器について次の事由が生じたことに起因する損害 

ｱ. 弦のみまたはピアノ線のみの切断 

ｲ. 打楽器の打皮のみの破損 

ｳ. 楽器の音色または音質の変化 

⑮ 受託品の製造者または販売者が、受託品について正当な権利を有する者に対し法律上または

契約上の責任(*15）を負うべき損害 

⑯ 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害 

⑰ 被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害(*16) 

⑱ 受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の

用途以外に使用したことに起因する損害 

 

(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機

関をいいます。 

(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原

子核分裂生成物を含みます。 

(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。 

(*4) 被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技

または指導(*17)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を含みません。 

(*5) 住宅(*18)の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 

(*6) 生命または身体を害することをいいます。 



(*7) 第２条（この特約の補償内容）（1）に規定する損害賠償責任に限ります。 

(*8) 被保険者の居住の用に供されている住宅を除きます。 

(*9) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みま

す。 

(*10) 車両には、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを含みません。 

(*11) 銃器には、空気銃を含みません。 

(*12) この特約に付帯される特約に限ります。 

(*13) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済

的価値が減少することをいいます。 

(*14) 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 

(*15）法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の

責任を含みます。 

(*16) 収益減少に基づく損害を含みます。 

(*17) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事

または入浴等の行為を含みます。 

(*18) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を

含みます。また、敷地内(*19)の動産および不動産を含みます。 

(*19) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに

連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。ま

た、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなし

ます。 

 

第５条（支払保険金の計算） 

(1) １回の事故について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。

ただし、保険金額を限度とします。 

被保険者が被害者

に対して負担する

法律上の損害賠償

責任の額 

＋ 

第６条（費用）

の表の①から

③までの費用 
－ 

自賠責保険等の契約が締結

されており、それによって

支払われる金額がある場合

にはその金額 

        

－ 

被保険者が被害者に対して損害賠

償金を支払ったことにより代位取

得するものがある場合は、その価

額 

－ 免責金額 ＝ 保険金の額 

 

(2) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、下表の額の合計額を支払います。 

① 第６条（費用）の表の④から⑥までの費用 

② 被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金 

 

第６条（費 用） 

  保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、

収入の喪失は下表の費用に含みません。 

 費用 費用の説明 

① 損害防止費用 基本条項特約（賠責）の事故発生時の義務に関する規定に定める損害の発生

または拡大の防止のために必要または有益であった費用 

② 請求権の保全、

行使手続費用 

基本条項特約（賠責）の事故発生時の義務に関する規定に定める権利の保全

または行使に必要な手続をするために必要とした費用 

③ 緊急措置費用 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、損害の発生または

拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の

損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことに

よって必要とした費用のうち、次のｱ.およびｲ.の費用 



ｱ. 応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした

費用 

ｲ. あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 

④ 示談交渉費用 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の

同意を得て支出した費用 

⑤ 協力義務費用 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の

要求にしたがい、協力するために必要とした費用 

⑥ 争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が書面により当会社の同意を得て

支出した次のｱ.からｴ.までの費用 

ｱ. 訴訟費用 

ｲ. 弁護士報酬 

ｳ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 

ｴ. ｱ.からｳ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をする

ために必要とした費用 

 



 
賠償事故解決に関する特約

 
 

この特約の適用にあたり、この特約が付帯される賠償責任補償特約は保険証券に記載されます。 

  

第１条（この特約の適用条件） 

  この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に、賠償責任補償特約

(*1)に付帯して適用されます。 

 

(*1) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

 

第２条（当会社による援助） 

(1) 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者(*1)の

負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任

を負う限度において、被保険者(*1)の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協

力または援助を行います。 

(2) この特約において事故とは、賠償責任補償特約(*2)の補償内容に規定する事故のうち、賠償責

任補償特約(*2)および賠償責任補償特約(*2)に付帯される他の特約の規定により保険金の支払わ

れるべき事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者(*1)に

対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 

(3) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所

在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。 

 

(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。 

(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

 

第３条（当会社による解決） 

(1) 下表のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負

う限度において、当会社の費用により、被保険者(*1)の同意を得て、被保険者(*1)のために、折

衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)を行います。 

① 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者(*1)が当会社の解決条件

に同意している場合 

② 当会社が損害賠償請求権者から第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定に基づく損害賠

償額の支払の請求を受けた場合 

(2) (1)の場合には、被保険者(*1)は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけれ

ばなりません。 

(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停

もしくは訴訟の手続(*2)を行いません。 

① １回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任補償特

約(*3)の保険金額を明らかに超える場合 

② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合 

③ 正当な理由がなくて被保険者(*1)が(2)に規定する協力を拒んだ場合 

④ 免責金額(*4)がある場合は、１回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責

任の総額が免責金額(*4)を下回る場合 

(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)は、日本国内に所在する損害賠償

請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ

行います。 

(*1) 賠償責任補償特約(*3)の被保険者をいいます。 

(*2) 弁護士の選任を含みます。 

(*3) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 



(*4) 賠償責任補償特約(*3)について適用される免責金額をいいます。 

 

第４条（損害賠償請求権者の直接請求権） 

(1) 事故によって被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求

権者は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定

する損害賠償額の支払を請求することができます。 

(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠

償額を支払います。ただし、１回の事故について当会社がこの保険契約に適用されている賠償責

任補償特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額(*3)を限

度とします。 

① 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険

者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成

立した場合 

② 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険

者(*1)と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 

③ 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者(*1)に

対して書面で承諾した場合 

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者(*1)について、次のいずれかに該当する事

由があった場合 

ｱ. 被保険者(*1)またはその法定相続人の破産または生死不明 

ｲ. 被保険者(*1)が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 

(3) 第３条（当会社による解決）およびこの条の損害賠償額とは、被保険者(*1)が損害賠償請求権

者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、下表に掲げる額のうちいずれか大きい額を

差し引くことにより算出される額をいいます。 

① 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 

② 免責金額(*4) 

(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者(*1)の保険金の請求と競合した場合は、当会

社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 

(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場

合は、その金額の限度において当会社が被保険者(*1)に、その被保険者(*1)の被る損害に対して、

保険金を支払ったものとみなします。 

(6) (2)の表の①から③までのいずれかに該当する場合で、１回の事故について、被保険者(*1)が負

担する法律上の損害賠償責任の総額(*5)が賠償責任補償特約(*2)の保険金額を超えると認められ

るときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、

(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。 

(7) 下表のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請

求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の事故について当会社が賠償責任補償

特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額(*3)を限度とし

ます。 

① 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合におい

て、いずれの被保険者(*1)またはその法定相続人とも折衝することができないと認められると

き。 

② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者(*1)との間で、書

面による合意が成立した場合 

 

(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。 

(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

(*3) 同一事故について既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引い

た額とします。 

(*4) 賠償責任補償特約(*2)について適用される免責金額をいいます。 

(*5) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を



含みます。 

 

第５条（損害賠償額の請求および支払） 

(1) 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、下表の①から⑥までの書類または証

拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 損害賠償額の請求書 

② 損害額を証明する書類(*1)または傷害の程度を証明する書類(*2)(*3)(*4) 

③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本 

④ 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出す

る必要はありません。 

⑤ 被保険者(*6)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 

⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証

拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの 

(2) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以

外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場

合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関

する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場

合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。 

(4) 当会社は、第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）(2)の表のいずれかまたは同条(7)の表の

いずれかに該当する場合は、請求完了日(*7)からその日を含めて３０日以内に、当会社が損害賠

償額を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。 

① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損

害発生の有無および被保険者(*6)に該当する事実 

② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事

由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 

③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の

経過および内容 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、

失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者(*6)が有する損

害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損

害賠償額を確定するために確認が必要な事項 

(5) (4)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)

の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*7)からその日を含めて下表の右欄の日数(*8)を経

過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項お

よびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。 

① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)の表の①から⑤までの事項の確

認のために必要な調査 
６０日 

② (4)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機

関による診断、鑑定等の結果の照会 
９０日 

③ (4)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機

関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 

１２０

日 

④ (4)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関

による捜査結果または調査結果の照会(*9)  

１８０

日 

⑤ (4)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段が

ない場合の日本国外における調査 

１８０

日 

(6) (4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、ま

たはこれに応じなかった場合(*10)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または

(5)の期間に算入しないものとします。 

 



(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*11)および被害

が生じた物の写真(*12)をいいます。  

(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利

益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。 

(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明す

る医師の診断書またはレントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎とな

る収入の額を示す書類をいいます。 

(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書または

レントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額

を示す書類をいいます。 

(*5) 人の死傷を伴う事故の場合に限って提出するものとします。 

(*6) 賠償責任補償特約(*13)の被保険者をいいます。 

(*7) 損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。 

(*8) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

(*9) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 

(*10) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

(*11) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。 

(*12) 画像データを含みます。 

(*13) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

 

第６条（損害賠償請求権の行使期限） 

  第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、下表のいずれかに該当する

場合には、これを行使することはできません。 

① 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保

険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書

面による合意が成立した時の翌日から起算して３年を経過した場合 

② 損害賠償請求権者の被保険者(*1)に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 

 

(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。 

(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

 

第７条（仮払金および供託金の貸付け等） 

(1) 第２条（当会社による援助）または第３条（当会社による解決）(1)の規定により当会社が被保

険者(*1)のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、１回の事故について賠償責任補

償特約(*2)の保険金額(*3)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者(*1)に貸

し付けます。また、この場合には、当会社は、１回の事故について賠償責任補償特約(*2)の保険

金額(*3)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるため

の供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者

(*1)に貸し付けます。 

(2) (1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者(*1)は、当会社のために供託

金(*4)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 

(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任補償特約(*2)

の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第４条（損害賠償請求権者の直接請求権）(2)ただ

し書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(*4)を既に支払った保険金とみな

して適用します。 

(4) (1)の供託金(*4)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(*4)の限度で、(1)の

当会社の名による供託金(*4)または貸付金(*4)が保険金として支払われたものとみなします。 

(5) 基本条項特約（賠責）の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した

場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 

(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。 

(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

(*3) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または第４条（損害賠償請求権者の直接請求



権）の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 

(*4) 利息を含みます。 

 

第８条（個別適用） 

  この特約は、特に記載がないかぎり、賠償責任補償特約(*1)ごとに適用します。 

 

(*1) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。 

 



 
基本条項特約（賠責）

 
 

この特約は、保険証券に下表に規定する共通補償特約を適用することが記載されている場合にそ

の特約に自動的に付帯して適用されます。 

・個人賠償責任補償特約 

 

第１条（事故発生時の義務） 

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行

しなければなりません。 

①損害の発生および拡大の

防止 

損害の発生および拡大の防止に努めること。 

②事故発生の通知 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知するこ

と。 

③事故内容の通知 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 

ｱ． 事故の状況(*1) 

ｲ． 事故の発生の日時、場所または事故の状況(*1)について証人とな

る者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 

ｳ． 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 

④他の保険契約等の通知 他の保険契約等の有無および内容(*2)について、遅滞なく、当会社に通

知すること。 

⑤訴訟の通知 損害賠償の請求(*3)についての訴訟を提起し、または提起された場合に

は、遅滞なく当会社に通知すること。 

⑥請求権の保全等 

 

他人に損害賠償の請求(*3)をすることができる場合には、その権利の保

全または行使に必要な手続をすること。 

⑦盗難の届出 盗難による損害が発生した場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。 

⑧責任の無断承認の禁止 

 

損害賠償の請求(*3)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得な

いで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する

応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 

⑨調査の協力等 ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるも

のを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害

の調査に協力すること。 

 

(*1) 事故の状況には、被害者の住所および氏名または名称を含みます。 

(*2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 

(*3) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

 

第２条（事故発生時の義務違反） 

(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第１条（事故発生時の義務）の表の規定

に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金

を支払います。 

①第１条の表の① 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 

②第１条の表の②か

ら⑤まで、同表の⑦

または同表の⑨ 

第１条の表の②から⑤まで、同表の⑦または同表の⑨の規定に違反したことに

よって当会社が被った損害の額 

③第１条の表の⑥ 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認め

られる額 



④第１条の表の⑧ 損害賠償責任がないと認められる額 

(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第１条（事故発生時の義務）の表の③、同

表の⑦もしくは同表の⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を

偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い

て保険金を支払います。 

 

(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 

 

第３条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表に規定する時から発生し、これを行使することができる

ものとします。 

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害

賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成

立した時 

(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会

社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 

① 保険金の請求書 

② 損害額を証明する書類(*1)または傷害の程度を証明する書類(*2) (*3) (*4) 

③ 被保険者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、被保険者または損害賠償請求権者の除

籍および被保険者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本 

④ 普通保険約款基本条項第４節第４条（指定代理請求人）に規定する被保険者の代理人として

保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明す

る書類 

⑤ ①から④までのほか、下表の書類 

ｱ. 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出す

る必要はありません。 

ｲ.  被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および

損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 

ｳ. 盗難による損害の場合は、所轄警察官署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 

⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第４節第２条（保険金の支払）(1)に規

定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会

社が交付する書面等において定めたもの 

(3) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害または疾病の程度等に応じ、保険契約者または被保険

者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力

を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必

要な協力をしなければなりません。 

(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしく

は(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変

造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま

す。 

 

(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*6)および被害

が生じた物の写真(*7)をいいます。  

(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利

益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。 

(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明す

る医師の診断書またはレントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎とな

る収入の額を示す書類をいいます。 

(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書または

レントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額

を示す書類をいいます。 



(*5) 人の死傷を伴う事故の場合に限って提出するものとします。 

(*6) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。 

(*7) 画像データを含みます。 

 

第４条（他の保険契約等がある場合の取扱い）  

この特約が付帯される共通補償特約によって保険金が支払われる損害または費用に対して、他

の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。 

① この特約が付帯される共通補償特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他

の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 

② 他の保険契約等によってこの特約が付帯される共通補償特約に優先して保険金もしくは共済金が

支払われる、または支払われた場合において、損害の額または費用が、他の保険契約等によって支

払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)  

③ ②の損害の額または費用は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、

そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 

 

(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。 

 

第５条（先取特権） 

(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*1)について先取特権を有しま

す。 

(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場

合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。 

② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社

から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 

③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取

特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 

④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支

払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。 

ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。 

(3) 保険金請求権(*1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保

険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできま

せん。ただし、(2)の表の①または同表の④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払

を請求することができる場合は、この規定を適用しません。 

 

 (*1) 共通補償特約の費用に対する保険金請求権を除きます。 

 

第６条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整） 

  共通補償特約の保険金額が、第５条（先取特権）(2)の表の②または同表の③の規定により損害

賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が共通補償特約の費用に関する規定により当

会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対

する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 

 

第７条（損害賠償責任解決の特則） 

  当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求

の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂

行について当会社に協力しなければなりません。 

 

第８条（特約の失効） 

(1) この保険契約の普通保険約款または補償条項のすべてが消滅した場合は、この特約が付帯され

る共通補償特約も同時に失効するものとします。この場合の保険料の返還は、この特約が付帯さ



れる共通補償特約と同時に消滅する普通保険約款または補償条項の保険料の返還に関する規定に

したがいます。 

(2) (1)の場合において、この保険契約の普通保険約款または補償条項が無効により消滅したときは、

この特約が付帯される共通補償特約も同時に無効により消滅するものとします。この場合の保険

料の返還は、この特約が付帯される共通補償特約と同時に消滅する普通保険約款または補償条項

の保険料の返還に関する規定にしたがいます。 

(3) 保険期間を通じて支払う保険金の額に限度額を設定している共通補償特約において、限度額以

上の保険金を支払うべき損害が発生した場合、その事実が発生した時にこの特約が付帯される共

通補償特約は失効します。ただし、保険期間が１年を超える特約においては、最終保険年度を除

き、この規定は適用しません。 

(4) 特約の失効が(3)の規定による場合は、当会社は既に払い込まれた保険料は返還しません。 

 

第９条（代位） 

(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、

当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、

移転するのは、下表の額を限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引

いた額 

(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に

移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 

 

(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

 

第10条（重大事由による解除の特則） 

(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第５節第５条(重大事由による

保険契約の解除）(1)の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する

書面による通知をもって、この特約が付帯される共通補償特約(*1)を解除することができます。 

(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、 (1)の解除の原因となる

事由が発生した時以降に生じた事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。

この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求すること

ができます。 

(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。 

① 普通保険約款基本条項第５節第５条(重大事由による保険契約の解除）(1)の表の③ｱ.からｵ.まで

のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 

② 普通保険約款基本条項第５節第５条(1)の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当する被保険者に

生じた損害(*2) 

 

 (*1) 本人以外の被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。 

 (*2) この特約が付帯される共通補償特約により規定される費用のうち、普通保険約款基本条項第

５節第５条(重大事由による保険契約の解除）(1)の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当する

被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。 

 

第 11条（用語および共通補償特約ごとの適用等） 

(1) この特約に規定されていない用語については、各共通補償特約における規定を準用します。 

(2) この特約が付帯される共通補償特約において、特に記載のないかぎり、この特約により規定さ

れる用語の定義は、この特約に規定するところにしたがいます。 

(3) この特約において保険契約の締結とは、更新(*1)および、特に記載のないかぎり、この保険契

約に新たな共通補償特約を追加する場合を含むものとします。 

(4) この特約が付帯される共通補償特約により規定される用語は、特に記載のないかぎり、特約ご

とに適用します。 



(5) この特約は、特に記載のないかぎり、共通補償特約ごとに適用します。 

 

(*1) 更新とは、保険期間の末日においてこの特約が付帯される共通補償特約と同一の共通補償特

約を引き続き締結することをいいます。 

 

第 12条（準用規定） 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯さ

れる普通保険約款または補償条項に適用される基本条項の規定を準用します。ただし、複数の普

通保険約款または補償条項がある場合は、この特約が付帯される共通補償特約の保険期間の初日

において、保険期間の初日が最も遅い普通保険約款または補償条項に適用される基本条項の規定

を準用します。 

 

付則 

(1) 第５条（先取特権）(1)および同条(2)の規定ならびに第６条（損害賠償請求権者の権利と被保

険者の権利の調整）の規定は、保険法の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。 

(2) 第５条（先取特権）(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(*1)の譲渡または保険金

請求権(*1)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。 

 

(*1) 保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。 



 
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約

 
 

第１条（この特約の適用条件) 

  この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。 

 

第２条（戦争危険等免責の一部修正） 

(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第４条（保険金をお支払いしない場合－その１）

(1)の表の①の規定を次のとおり読み替えて適用します。 

「 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または

暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為（政治的、社会的、宗教

的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するもの

がその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。）を除きます。 

」 

(2) 当会社は、傷害補償基本特約第４条(保険金をお支払いしない場合－その１)(1)の表の①以外の

規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に、同条(1)の表の①と同じ規定がある場合には、

その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。 

 

第３条（この特約の解除） 

当会社は、第２条（戦争危険等免責の一部修正）(1)により読み替えた傷害補償基本特約第４条

（保険金をお支払いしない場合－その１）(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険

契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する４８時間以前の予告によ

り、この特約を解除することができます。 

 

(*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等におい

て定めたものをいいます。 

 

第４条（特約解除の効力） 

第３条（この特約の解除）の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かっ

てのみ第２条（戦争危険等免責の一部修正）(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。 

 

第５条（準用規定） 

    この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およ

びこれに付帯される特約の規定を準用します。 

 



 
共同保険に関する特約

 
 

第１条（独立責任） 

  この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険

会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別

個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。 

 

第２条（幹事保険会社の行う事項） 

  保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、

保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。 

① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 

② 保険料の収納および受領または返戻 

③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 

④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および

その告知または通知の承認 

⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承

認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に

係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 

⑥ 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保

険証券に対する裏書等 

⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 

⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請

求に関する書類等の受領 

⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会

社の権利の保全 

⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 

 

第３条（幹事保険会社の行為の効果） 

  この保険契約に関し幹事保険会社が行った第２条（幹事保険会社の行う事項）の表に掲げる事

項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。 

 

第４条（保険契約者等の行為の効果） 

  この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証

券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。 

 

 

 


